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第１６回総会 議事録 

 

総会開会時刻  令和６年１０月３０日（水曜日）午後１時３０分  

 

総会開会場所  市役所４階 大会議室 

 

（農業委員の出席) 

１番 一柳 泰徳   ２番 朝日 貴光   ３番 西良 利彦   ６番 原 美智子   

７番 島田 正明   ９番 樋富 美行  １０番 山越 典子  １１番 賀出 勝也     

１４番 川瀨 益栄  １５番 舩越 康博  １７番 森  博之  １８番 村岡 宇都美 

１９番 青木 正廣 

 

（農業委員の欠席者） 

４番 前原 良行   ５番 金西  章   ８番 豊田 泉朱  １２番 増井 道宏      

１３番 服部 雅基  １６番 井村 美江 

 

（農地利用最適化推進委員の出席） 

１区 桑村 善彦   ２区 前島 義夫   ３区 中西 信之   ４区 柳生 敬治   

５区 宮田 芳和   ５区 塚井 威史   ６区 雲井 正博   ７区 森吉 憲三   

７区 徳山  守  １０区 宮城  仁  １０区 里村 雅博   

 

（農地利用最適化推進委員の欠席者） 

 ３区 松本 雅史   ６区 市山 賢光   ８区 手塚  博               

 

（出席者） 

局 長 横山 篤   次 長 水口 理恵   書 記 武田 嗣未 

 

議 案 

 議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請審議について」 

議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請審議について」 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請審議について」 

議案第４号「農用地利用集積計画案審議について」 

 

報 告 

報告第１号「農地法第５条第１項第６号の規定による届出について」 

報告第２号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」 
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総会開始  午後１時３０分 

 

議長（青木会長） 

それでは、小松島市農業委員会 第１６回総会を開催いたします。 

議事に入る前に議事録署名者に、９番樋富美行委員、１７番森博之委員をご指名いたします。

よろしくお願いいたします。 

 なお、４番前原委員、８番豊田委員、１２番増井委員より欠席の届出がありました。 

在任委員の過半数が出席しておりますので、農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定

により、会議が成立したことをご報告いたします。 

それでは、議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請審議について」事務局より

説明をお願いいたします。 

 

事務局（次長） 

 議案書の２ページをご覧ください。 

議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請審議について」、申請件数３件、３筆

です。 

 

◆議案書にそって、所在地、地目、面積、申請者、申請内容、耕作面積、通作距離、申請受付 

日、受付番号を朗読 

 

議長（青木会長） 

整理番号１番について、事務局から審議内容を説明してください。 

 

事務局（次長） 

 申請にかかる審議内容についてご説明いたします。 

 整理番号１番、田１筆、面積３５７㎡、相手方の要望による所有権移転の申請です。 

 譲渡人は譲受人のおばにあたる親戚関係です。譲渡人は以前より県外に住んでおり、今後も県

内に帰ってくる見込みがなく、自身での耕作が困難なことから農地の取り扱いに困っていたとこ

ろ、譲受人との間で所有権移転の話がまとまり、農地法第３条の許可申請が提出されました。 

 申請地は、山の中にある農地になりますので、たけのこを栽培するとのことでございます。ま

た、譲受人は、自身で農業経営をしておりませんが、実家の手伝いをしていることから耕作経験

は十分にございます。 

 以上のことから、譲受人は、取得後、機械・労働力・技術・通作距離などの状況から所有する

すべての農地を効率的に耕作すること、また、必要な農作業に常時従事すること、周辺農地の農

業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障がないことなど、農地法第３条第２項各号に規定す

る要件には該当しておらず、許可要件をすべて満たしていると思われます。 

 なお、担当の増井委員は本日欠席されておりますが、事前に特に問題ないとのご意見を伺って

おります。 

 以上でございます。 

 

 議長（青木会長） 

それでは、整理番号１番の審議に入ります。 

何かご質問、ご異議はございませんか。 

 

（※「なし」の声あり） 
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議長（青木会長） 

ありがとうございます。 

異議がないようですので、整理番号１番は、原案どおり可決と認めます。 

 引き続き、整理番号２番について、審議内容の説明をお願いします。 

 

事務局（次長） 

 申請にかかる審議内容についてご説明いたします。 

 整理番号２番、田１筆、面積８４３㎡、農業廃止による所有権移転の申請です。 

 譲渡人は農業廃止を考えており、所有する農地の処分について検討していたところ、当該農地

の隣地を耕作している譲受人との間で所有権移転の話がまとまり、農地法第３条の許可申請が提

出されました。 

 譲受人は、取得後、機械・労働力・技術・通作距離などの状況から所有するすべての農地を効

率的に耕作すること、また、必要な農作業に常時従事すること、周辺農地の農業上の効率的かつ

総合的な利用の確保に支障がないことなど、農地法第３条第２項各号に規定する要件には該当し

ておらず、許可要件をすべて満たしていると思われます。 

 以上でございます。 

 

議長（青木会長） 

担当の舩越委員さん、何か補足事項があればお願いいたします。 

 

１５番 舩越委員 

 坂野の舩越です。譲受人の水田が、譲渡人の水田の奥にあって、それまでは、譲渡人の水田を

通らせてもらって耕作をしていたのですが、この度、譲渡人との売買の話がまとまったので、何

ら問題ないと思いますので、ご審議のほどを宜しくお願いいたします。 

 

議長（青木会長） 

それでは、整理番号２番の審議に入ります。 

何かご質問、ご異議はございませんか。 

 

（※「なし」の声あり） 

 

議長（青木会長） 

ありがとうございます。 

異議がないようですので、整理番号２番は、原案どおり可決と認めます。 

引き続き、整理番号３番について、審議内容の説明をお願いします。 

 

事務局（次長） 

 申請にかかる審議内容についてご説明いたします。 

 整理番号３番、田１筆、面積２，００４㎡、相手方の要望による所有権移転の申請です。 

 譲受人は耕作面積を拡大しようと考え農地を探していたところ、自身の所有農地に近い申請地

を取得したいと希望し、交渉した結果、所有権移転の話がまとまり、農地法第３条の許可申請が

提出されました。 

 譲受人は、取得後、機械・労働力・技術・通作距離などの状況から所有するすべての農地を効

率的に耕作すること、また、必要な農作業に常時従事すること、周辺農地の農業上の効率的かつ

総合的な利用の確保に支障がないことなど、農地法第３条第２項各号に規定する要件には該当し
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ておらず、許可要件をすべて満たしていると思われます。 

 なお、申請地は、賃貸借契約が結ばれておりましたが、後ほど、報告第２号でご報告させてい

ただくとおり、合意解約が成立しております。 

 それから、担当の豊田委員は本日欠席されておりますが、事前に特に問題ないとのご意見を伺

っております。 

 以上でございます。 

 

議長（青木会長） 

それでは、整理番号３番の審議に入ります。 

何かご質問、ご異議はございませんか。 

 

（※「なし」の声あり） 

 

議長（青木会長） 

ありがとうございます。 

異議がないようですので、整理番号３番は、原案どおり可決と認めます。以上で、議案第１号

の審議を終了いたします。 

引き続き、議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請審議について」、事務局より説明

をお願いします。 

 

事務局（局長） 

 議案書の３ページをご覧ください。 

議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請審議について」、申請件数１件、１筆です 

 

◆議案書にそって、所在地、地目、面積、申請者、申請内容、申請受付日、受付番号を朗読 

 

議長（青木会長） 

それでは、事務局から審議内容を説明してください。 

 

事務局（局長） 

申請にかかる審議内容についてご説明いたします。 

整理番号１番、転用面積４１７㎡、転用目的は農業用倉庫、農業用資材置場、露天駐車場でご

ざいます。 

申請者は、○○町在住で、自身の農地の他に賃借で８．１ha、合計面積約１１．４haの農地を

耕作している農業者でございます。 

申請地は○○駅より西へ約３２０ｍに位置する市街化調整区域内の農地ですが農業振興地域外

のである為、除外の必要がない農地でございます。 

農地区分は鉄道の駅より概ね３００ｍ以内に位置することから３種農地と判断されます。 

申請地は自宅の至近であり収納物の管理上都合がよく、農業用倉庫の敷地として最適であるこ

とから平成２０年に自身が建設致しました。倉庫以外の敷地についてもその時から、露天でも保

管が可能な農業用資材を置き、また、雇用する従業員用の車や農業用車両の駐車場所として利用

してきました。この度、現況と地目を農地法の適用状態にする為、４条申請が提出された追認案

件となります。 

周辺の農地に係る営農条件への支障の有無についてですが、盛り土等は行わず現況のまま利用
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するとのことで、今後も支障はないものと考えますが被害防除には万全の措置を講じ、万が一苦

情等が発生した場合には転用者にて責任をもって解決するとされています。 

排水については、上水道は設けず雨水については地下浸透といたします。 

地元土地改良区から申請地は対象でない旨の証明書が添付されており、倉庫を建築してしまっ

たことについて、今後は農地法を遵守するとの始末書も添付されています。 

以上のことから、申請に係る用途に遅滞なく供することの確実性、事業の施行に関して行政庁

の許可・認可等の処分の見込み、計画面積の妥当性については、適正であると判断されるため、

整理番号１番については、許可やむを得ないと考えます。 

 

議長（青木会長） 

担当の賀出委員さん、何か補足事項がありましたらお願いします。 

 

１１番 賀出委員 

 担当の賀出です。現在も、農業用倉庫、農業用資材置場、露天駐車場として使用されていて、

周辺農地の営農への支障はないように思われます。ご審議のほど、宜しくお願いします。 

 

議長（青木会長） 

それでは、整理番号１番の審議に入ります。 

何かご質問、ご異議はございませんか。 

 

（※「なし」の声あり） 

 

議長（青木会長） 

ありがとうございます。 

異議がないようですので、整理番号１番は、原案どおり可決と認めます。 

以上で、議案第２号の審議を終了いたします。 

引き続き、議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請審議について」、事務局より説明

をお願いします。 

 

事務局（局長） 

 議案書の４ページをご覧ください。 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請審議について」、申請件数１件、１筆です 

 

◆議案書にそって、所在地、地目、面積、申請者、申請内容、申請受付日、受付番号を朗読 

 

議長（青木会長） 

それでは、事務局から審議内容について説明してください。 

 

事務局（局長） 

申請にかかる審議内容についてご説明いたします。 

整理番号１番、転用面積９６１㎡、転用目的は太陽光発電施設でございます。 

申請者は、○○に本社を置き○○や○○に支店を持ち、住宅の設計や建設、太陽光発電システ

ムの開発や販売等を行っている事業所でございます。 

申請地は○○駅より北へ約２３０ｍに位置する市街化調整区域内の農業振興地域内に存在する
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農地ですが、既に除外が行われています。 

農地区分は鉄道の駅が３００ｍ以内にある等の市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域

にある農地であることから３種農地と判断され、太陽光発電設備の設置は可能でございます。 

この申請人は太陽光発電施設の建設を計画し適地を探していたところ、日当たりを妨げるもの

がなく発電能力が高いと考えられる土地を所有している者が、高齢により体力の衰えから農作業

ができず、苦慮していたことから協議した結果、この度の５条申請となりました。 

周辺の農地に係る営農条件への支障の有無についてですが、土砂等の敷設はなく整地のみであ

ることから周囲への支障はないものと考えます。 

排水については、上水道は設けず雨水については地下浸透といたします。 

また、近隣の土地作物等に悪い影響を与えず十分気を付けるとのことですが被害を及ぼすよう

なことがあった場合は転用者が責任をもって対処するとされており、転用についても問題がない

旨の意見書が土地改良区より提出されています。 

転用を行うために必要な資力については、自己資金で行うとのことで金融機関の残高証明書が

添付されています。 

以上のことから、申請に係る用途に遅滞なく供することの確実性、事業の施行に関して行政庁

の許可・認可等の処分の見込み、計画面積の妥当性については、適正であると判断されるため、

整理番号１番については、許可やむを得ないと考えます。 

 

議長（青木会長） 

ありがとうございます。 

担当の山越委員さん、何か補足事項があればお願いいたします。 

 

１０番 山越委員 

 担当の山越です。現地に確認に行ってまいりましたが、現地又は周辺の農地にも問題ないと思

いますので、ご審議のほど宜しくお願いいたします。 

 

議長（青木会長） 

ありがとうございます。 

それでは、整理番号１番の審議に入ります。 

何かご質問、ご異議はございませんか。 

 

（※「なし」の声あり） 

 

議長（青木会長） 

ありがとうございます。 

異議がないようですので、整理番号１番は、原案どおり可決と認めます。 

以上で、議案第３号の審議を終了いたします。 

引き続き、議案第４号「農用地利用集積計画案審議について」、事務局より説明をお願いしま

す。 

 

事務局（次長） 

 議案書の５ページをお願いいたします。 

議案第４号「農用地利用集積計画案審議について」、申請件数は１４件、２９筆です。 

 

◆議案書にそって、利用権の種類、設定等をする者、設定等を受ける者、設定等をする農用地を 
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朗読 

  

それでは、審議内容について、ご説明いたします。 

「農用地利用集積計画」は、地域計画が策定されるまでは従来どおりの手続きとなりますの

で、今回、利用権設定の申し出のあった農地が改正前の農業経営基盤強化促進法第１８条第３項

に定める各要件を満たしているかどうかを基準といたします。 

要件とは、農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するものであること、利用権の設定を

受けた後において、耕作等に供すべき農用地のすべてについて効率的に利用して、耕作等の事業

を行うと認められること、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること、対象

農地の関係権利者の同意が得られていることなどでございまして、これらの基準を満たしている

ものと考えます。 

 ６ページからの一覧表に契約内容の詳細を記載してありますので、ご確認ください。 

 以上です。 

 

議長（青木会長） 

ただいま、事務局より説明がありました。 

それでは、議案第４号の審議に入ります。 

何かご質問、ご異議はございませんか。 

 

（※「なし」の声あり） 

 

議長（青木会長） 

ありがとうございます。 

異議がないようですので、議案第４号については、可決と認めます。 

以上で議案第４号を終了いたします。 

以上で議案についての審議を終了いたします。 

それでは、引き続き議案外に移ります。 

報告第１号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

 報告第２号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

議案外について事務局より報告をお願いします。 

 

事務局（次長） 

 続きまして、議案書の９ページをお開きください。 

 報告第１号「農地法第５条第１項第６号の規定による届出について」、届出件数１件、１筆で

す。 

 

◆議案書にそって、所在地、地目、面積、譲受人、譲渡人、申請内容、届出受付日、受付番号、受 

理通知日、受理番号を朗読 

 

 整理番号１番は、田１筆、面積６９㎡で、水路の土揚場として、届出が提出されております。

届出地の北側が水路となっており、この水路の土揚場として以前から利用されていたようでござ

います。届出地の南側に隣接してアパートがあり、このアパートの売買に併せて、一緒に所有権

移転するとのことで、このまま土揚場として使用するとのことです。 

 現地確認をはじめ、添付書類を含め審査した結果、すべて完備しておりましたので、事務局長

の専決処分により届出を受理し、受理通知を発出いたしました。 
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事務局（次長） 

それでは、議案書の１０ページをお開きください。 

報告第２号「農地法第１８条第６項の規定による通知について」、届出件数５件、６筆です。 

 

◆議案書にそって、所在地、地目、面積、賃貸人、賃借人、申請内容、通知受付日、受付番号を

朗読 

 

賃貸人、賃借人の協議のもと、合意解約に必要な書類として、農地法第１８条第６項の規定に

よる通知書および合意解約書に双方の署名がされ、提出されております。 

報告は、以上です。 

 

議長（青木会長） 

ただいま、事務局より議案外２件について報告がありました。 

何か質疑はございませんか。 

 

（※「なし」の声あり） 

 

議長（青木会長） 

 質疑なし、と認めます。よって、議案外について終わります。 

以上で、本日の審議はすべて終了いたします。 

  

 

 

 

終了時刻  午後１時５５分 

 

会議録署名委員    ９番  樋富 美行  委員  １７番  森  博之  委員 

 


